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たたき台 
 
 
１．はじめに 
   

(１) 平成 28 年３月 10 日に取りまとめられた「新たな子ども家庭福祉のあり

方に関する専門委員会報告（提言）」において、「特別養子縁組制度の利用

促進のために必要な措置」として、「関連する制度の見直しに関し、関係

機関と調整の上、可及的速やかに検討を開始するべきである」とされた。 
  

(２) 平成 28 年５月 27 日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」

（平成 28 年法律第 63 号）附則第２条第１項では、「この法律の施行後速や

かに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の

在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする」とされた。 
  

(３) 「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年６月２日閣議決定）において

も、「特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討し、必要な措置を

講ずる」とされた。 
   

(４) これらを踏まえ、平成 28 年７月から「児童虐待対応における司法関与

及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」を開催し、議

論を進めてきた。この検討会は、児童虐待の件数が増加する中で一人でも

多くの子どもが家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に

養育され、子どもの福祉の増進を図ることができるようにするといった観

点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を提言することを目指すも

のである。 
本検討会では、児童相談所及び民間あっせん団体を対象に特別養子縁組

に関する実態調査を実施するとともに、特別養子縁組家庭の支援者や当事

者等からヒアリングを行い、検討を進めた。 
 
 (５) 具体的には、特別養子縁組制度の利用促進の在り方については、その基

本的な考え方とともに、主に以下の５項目を個別の論点事項として検討し

てきた。 
  ① 年齢要件 
  ② 審判の申立権、実父母の同意等の成立要件 

第 14 回 児童虐待対応における司法関与及び 
特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会 

平成 29 年 3月 13 日 

資料２－１ 



 

2 
 

  ③ 子どもの出自を知る権利 
  ④ 養子縁組成立前後の養親や子どもに対する支援 
  ⑤ 行政の支援体制の強化(一元化)、民間あっせん団体、養親候補者の確保 
 
２．基本的な考え方 
   

(１) 昨年の児童福祉法の改正の以下のような趣旨を踏まえて、特別養子縁

組制度の利用促進の在り方を検討する必要がある。 
 

   ① 子どもは、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切な養育

を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障される権利を有すること

を位置付けたこと。 
    ② 子どもが家庭において心身ともに健やかに養育されることを原則と

し、子どもを家庭において養育することが困難な場合は、家庭におけ

る養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう必要な

措置を講ずるといった、家庭養育の原則が明記されたこと。 
 

(２) 里親、児童養護施設等に３年以上措置されている子どもは、平成 27 年

３月現在で約２万人いる。また、里親、児童養護施設等にいる子どもで

家族と交流がない者は、平成 25 年 2 月現在で約１万人いる。一方で、司

法統計によれば、「特別養子縁組の成立」として申し立てられ受理された

事件の認容件数は、平成 27 年で 544 件である。 
 
(３) 社会的養護の一つとして普通養子縁組制度があるが、普通養子縁組には

実親と養子の間に扶養義務が残り、養親と養子の協議により離縁が可能

であるなど特別養子縁組と違いがある。 
 
(４) こうした背景を踏まえ、できる限り多くの子どもが永続的な家庭におい

て養育されるよう、子どもの福祉の増進を図る観点から特別養子縁組制

度の利用促進の在り方を検討する。  
 
３．議論の整理 

(１)年齢要件について 

  ①現状と課題  
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ア 児童相談所における子どもの虐待の相談対応件数は、平成27年度に、

はじめて10万件を超え、これまで以上に子どもに対する福祉の増進と永

続的な家庭を保障すべき状況になっている。特別養子縁組は、実父母に

よる監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場

合において、子どもの利益のため特に必要があるときに、家庭裁判所の

審判によって成立させるものである。 
 
イ 現行制度は、家庭裁判所に対する特別養子縁組の成立の審判の申出て

時に、原則として子どもが６歳未満であることを要件としている。ただ

し、例外として子どもが８歳未満であって６歳に達する前から引き続き

養親候補者に養育されている場合は、縁組を申し立てることができる。 
  また、養親は、原則として25歳以上でなければならない。ただし、夫

婦の一方が25歳以上の場合は、もう一方は20歳以上であれば足りる。 
 
ウ 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 
・ 特別養子縁組が成立した事案のうち、成立時に６歳以上であった子ど

もは81件あった。 
   ・ 選択肢として特別養子縁組を検討すべきと考えられる事案が、２年

間で298件あった。 
  そのうち、現在、乳児院・児童養護施設に措置されている者は219件
（73.5％）、社会的措置をとったときの児童の年齢が６歳以上の事案が

64件（21.5％）、年齢要件が障壁となっている事案が46件（15.4％）あ

った。 
・ 普通養子縁組が成立した子どもの年齢について、18歳未満で成立した

24件のうち、成立時に子どもが６歳以上であった件数が２年間で21
件（87.5％）あった。 

 
エ 里親、児童養護施設等に在籍する６歳以上の子どもは、平成25年2月現

在で約３万人いる。 
 

②主な議論 

 

ア 上記のような現状や特別養子縁組制度の趣旨に鑑み、より広く実父母

の家庭で養育することが難しい子どもに永続的な家庭で養育される機

会を与えることができるようにするため、現行制度の年齢要件について

見直すことが考えられる。 
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  イ この観点に立って年齢要件の在り方を検討するに当たり、まずは現行

の特別養子縁組制度は、年齢が大きくなるほど親子関係の形成が難しく

なることを踏まえ、養親子間に実親子と同様の親子関係を形成するため

に、養子の上限年齢を定め、物心が付く前に親子関係の形成を開始する

ことができるメリットがあることを認識した上で、上限年齢を引き上げ

ることとした際にどのようなパターンが考えられ、それぞれにどのよう

なメリット、課題が存在するのかを検討することが重要である。 

 

ウ 特別養子縁組の養子の上限年齢の引き上げの方向性として、例えば、

原則の６歳未満及び例外の８歳未満の要件のいずれも引き上げることが

考えられる。具体的には、全ての子どもに永続的な家庭養育の機会を与

えることができるよう、児童福祉法上の児童の範囲と同じ18歳未満とす

ることや、普通養子縁組における養子となる者など、身分行為の当事者

が15歳以上の場合は、当事者本人の意思が相応に尊重されることから、

15歳未満とすることが考えられる。 

このように養子の上限年齢を引き上げた場合、高年齢の子どもにも永

続的な家庭で養育される機会を与えることができるメリットがある一方

で、かえって養子縁組の成立時期が遅れるおそれがあることや、実父母

と法的関係を断つという重大な決断を伴う養子本人の意思表示（同意）

をどのように扱うかという課題があることに留意が必要である。なお、

親子関係を形成・継続するのは高い年齢ほど難しいことを考慮し、養子

となる子どもの年齢は10歳が限界という考え方もある。 

 

  エ また、養子の上限年齢を一律に引き上げるのではなく、原則６歳未満

の要件を基本的に維持し、例外の８歳未満の要件を引き上げることも考

えられる。例えば子どもが６歳未満の間に養育を開始し、その後養育を

継続した場合に、18歳未満まで申立てを認めることも考えられる。この

場合、物心がつく前に親子関係の形成を開始できる一方で、低年齢で養

育開始がされないと家庭養育の機会が制限されること、児童・養親候補

者・実親の地位が早期に確定しなくなり、結果として児童の福祉を害す

るおそれがあるという課題がある。 

 

  オ なお、仮に養子の上限年齢を引き上げることとする場合には、現行の

養親の下限年齢の在り方についても検討が必要である。特別養子縁組制

度が実親子関係同様の親子関係を形成することを意図したものであるこ
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とからすると、養親子間の適切な年齢差を保つことが適当である。また、

養子を養育するために必要となる体力等を踏まえた養親の年齢について

も考慮する必要がある。 
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（２）審判の申立権・実父母の同意等の成立要件について 

 

①現状と課題  

 

ア 特別養子縁組の審判の申立は、養親候補者によることとされている。 

 特別養子縁組の成立には、原則として実父母の同意がなければならない。

ただし、実父母がその意思を表示することができない場合又は実父母による

虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合

は、同意がなくても成立し得ることとされている。 

   また、特別養子縁組を成立させるには、養親候補者が養子となる者を６か

月以上監護した状況を考慮しなければならないとされている。 

 

イ 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 
・ 特別養子縁組が成立した事案のうち、２年間で、実親の同意を得る際に

220件（22.2％）で何らかの困難が生じており、これらの事案では、特別

養子縁組成立時の子どもの年齢が、成立事案全体と比べて平均で10ヵ月高

い。 
・ 特別養子縁組が成立した事案のうち、実父母の同意がないものの、実父

母による虐待、悪意の遺棄等があると認められた件数は、２年間で17件
（1.7％）であった。 

・ 特別養子縁組を検討したものの成立には至らなかった事案において、養

親候補者は見つかったが、試験養育期間に至らなかった事案のうち、実親

の同意が不明又は実親が不同意であり縁組の成否が不確定のため、断念し

た事案が２年間で、31件（59.6％）あった。 
・ 特別養子縁組を検討したものの成立には至らなかった事案において、養

親候補者が申し立てを行う時点で何らかの問題が生じたため、特別養子縁

組を断念した事案のうち、実親の同意の有無が不明又は一方の同意の確認

ができなかった又は実親の同意が確認できていたが撤回され不同意を表

明されたため、断念した事案が、２年間で９件（64.3％）あった。 
・ 特別養子縁組を検討すべきと考えられる事案のうち、実親の同意要件が

障壁となっている旨児童相談所等から回答があったものは、２年間で205
件（68.8％）あった。 

 

ウ 実父母の同意がない場合又は実父母の同意があるものの、後に翻される

おそれがある場合には、養親候補者が実親との関係から審判の申立を躊躇

することがあり、また、養親候補者による養子となる者の養育が不安定な
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環境下となるなど、養親候補者に大きな負担がかかっているという指摘が

ある。 

 

②主な議論 

 

ア より広く実父母の家庭で養育することが難しい子どもに福祉の増進と永

続的な家庭で養育される機会を与えることができるようにするためには、

実父母の同意に係る課題を解消することが必要である。とりわけ、養親候

補者が養子となる者を実子として養育する覚悟を決め、６か月以上の養育

期間を経て特別養子縁組の審判が下るまでの間、いつでも実父母が同意を

撤回できるという特別養子縁組の成立過程の不安定さに留意する必要があ

る。 
 
イ この観点に立って、審判の申立権・実父母の同意等の成立要件の在り方

を検討するに当たり、まずは現行の特別養子縁組制度において養親候補者

のみが申立権者とされている趣旨は、養親子関係という身分関係の形成に

ついてはその当事者のみが申立権を有するという基本的な考え方に依拠し

つつ、養親候補者が特定の子どもを特別養子として養育する意思を確実に

担保することにあることを踏まえる必要がある。また、非虐待事案におい

て、縁組成立時に実父母の同意が要件とされている趣旨は、実父母による

養育が望ましいという基本的な考え方や、養親候補者は審判申立を自由に

取り下げられることとのバランスの下で、子ども及び実父母の利益を保護

することにあることも踏まえる必要がある。その上で、考えられる制度の

見直しにおけるメリット、課題を検討することが重要である。 
    

ウ 実父母の同意の撤回を制限する仕組みを入れる方向性については、例え

ば、実父母の同意を書面による慎重な手続きにより得た上で、当該同意が

撤回される可能性を小さくすることが考えられる。この場合、現行制度で

できるメリットがある一方で、同意撤回の可能性がなくならないという課

題がある。 

若しくは、実父母の同意を公正証書などの書面による慎重な手続きで得

た上で、一定期間経過後は同意を撤回できない仕組みを設けることが考え

られる。この場合、同意の撤回が可能となる期限の設定の仕組みを設ける

のみで対応できるメリットがある一方、同意撤回の期限の後に実父母が翻

意して養育可能な環境を整えても実父母が子どもを養育することはできな

くなることから、実父母の養育が最善であるとの考え方と齟齬が生じると
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いう課題がある。 

 

エ また、特別養子縁組の成立の手続きを２つに分け、１段階目では子ども

について実父母との法的関係を断ち特別養子縁組を適当と判断する手続き

とし、２段階目は特定の養親候補者との間の特別養子縁組の適否を判断す

る手続きとすることが考えられる。加えて、第１段階の申立をする者を養

親候補者の負担を軽減するため児童相談所長とし、第２段階の申し立てを

する者を身分関係の形成をする養親候補者とした上で、第１段階で特別養

子縁組が適当と判断された場合には、実父母の同意撤回は以後制限するこ

ととすることが考えられる。この場合、実父母の同意が翻される可能性が

ないため、養親候補者が申立を躊躇する事態を改善することにつながると

のメリットがある一方、特定の養親候補者が不在であるのに特定の子ども

を特別養子縁組相当と判断することの適否や養親候補者でない者の申立て

により実父母との関係を断つことの適否について慎重に検討する必要があ

るという課題、第１段階で実父母との法的関係を断った後に特別養子縁組

が成立する保障がなく、第１段階で認められた後に養親候補者が不在とな

るなどして、子どもの法的地位が不安定になるおそれがあるという課題が

ある。 
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（３）子どもの出自を知る権利について 

 

①現状と課題  

 

ア 特別養子縁組制度が昭和 63 年１月に開始されてから 29 年が経過した。

この間、特別養子縁組の養子が養親による真実告知によって自らが特別養

子であることを知り、出自に関する情報を求める者がいた。また、今後、

特別養子縁組の養子で成人になる者が増えるに従い、その数は増えるもの

と考えられる。しかしながら、出自を知る権利を国・自治体・民間におい

て保障する情報の範囲が必ずしも明確になっているとは言えず、年齢や情

報の機微な程度に応じて開示することが適当である範囲が定かではないと

いう課題がある。 
 

イ 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 
・ 子どもから出自に関する情報の提供を求められた件数は、２年間で、

児童相談所において15件、民間あっせん団体において９件あった。 
・ 特別養子縁組に関する資料について、児童相談所においては63.6％が

永年保存、12％が30年保存としていた。民間あっせん団体においては

84.2％が永年保存としていた。 
 
ウ 児童相談所における文書保存期間は各地方自治体の条例等により規定 

され、民間あっせん団体における文書保存期間は、「養子縁組あっせん事

業の指導について」（平成26年５月１日雇児発0501第3号厚生労働省雇用

均等･児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。）により永年保管す

ることが求められているが、全国統一した保存期間となっていないとい

う課題がある。         
なお、民間あっせん団体が事業を廃止する場合は、局長通知に基づき、

団体を管轄する都道府県で文書を引き継ぎ、子ども等から相談支援等が

適切にできるようにすることが定められている。また、民間あっせん機

関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律（以下「民

間養子縁組あっせん法」という。）において、事業を廃止しようとすると

きは都道府県又は他の民間あっせん団体に帳簿を引き継がなければなら

ないこととされている。 

 

②主な議論 
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 ア 戸籍・裁判所の記録・児童相談所の記録・民間あっせん団体の記録など、

それぞれの個人情報保護の法令が存在することに留意しつつ、出自を知る

権利を守るために必要な情報についてコンセンサスを得る必要がある。こ

の検討に当たっては、予期せぬ妊娠をした女性が子どもを特別養子縁組に

出したとしても、将来当該子どもや実父との関係が発生することを懸念し

て遺棄や虐待死させるような事態を防ぐために実母に自分の情報を秘匿す

る選択肢を用意する必要があるという課題がある。 

 

イ 民間あっせん団体が廃止するなどの際に当該民間あっせん団体が保管す

る文書等が失われることがないよう、一元管理など適切な移管、保管等が

される必要がある。また、特別養子縁組の養子が少なくとも成年になって

から、自らが養子となった経緯などについて知ることができるよう、関係

文書等の保管等の体制を整備した上で、保存期間について、これを担保で

きる期間とする必要がある。これらの場合、一元管理をする機関の設立・

運営などと行政改革との関係を整理する必要がある。 
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（４）養子縁組成立前後の養親や子どもに対する支援について 

 

①現状と課題  

 

ア 現在、特別養子縁組が成立した後は、当該養親子家庭に対する特別の支

援は準備されておらず、実親子家庭と同様の支援しか想定されていない。 

   また、一部の民間あっせん団体において、特別養子縁組の成立前の研修

が不十分である。 

 

 イ 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 

・ 特別養子縁組の成立後、養親による養育困難の訴えや虐待等の問題が

生じた事案は、２年間で 58 件であった。 

・ 特別養子縁組成立後、養親に対して支援を行っているのは、児童相談

所では 55.0％、民間あっせん団体では 75.0％、子どもに対して支援を行

っているのは、児童相談所では 40.7％、民間あっせん団体では 60.0％で

あった。 

  ・ 養子縁組成立後に必要と考えられる支援の主なものとして、真実告知

に関すること、継続して支援できる体制作り、発達段階に応じた相談支

援が挙げられている。 

・ 養子縁組成立後に支援の継続が困難な理由として、里親会からの退会、

養親からの支援拒否、転居による住所の不明等が挙げられており、この

ような特別養子縁組家庭に対して、どのような対応が可能であるのか検

討する必要がある。 

 

②主な議論 

 

ア 特別養子縁組の中には社会的養護の対象とすべきものがあり、この特別

養子縁組家庭に対して、必要な支援を検討する必要がある。 

 

 イ 特別養子縁組の成立前における研修、成立後の助言等のサポート、経済

的支援等の支援を受けられるつながりが持てる仕組みが必要である。この

場合、特別養子縁組成立後において、特別養子縁組家庭の中には支援され

ることを拒否するなど支援を望まない家庭が存在することから、こうした

家庭に対するアプローチが難しい面がある。 
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（５）行政の支援体制の強化（一元化）、民間あっせん団体、養親候補者の確保

について 

 

①現状と課題  

 

ア 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 

  児相相談所における専従組織がある割合は、全体の 15.6％との結果であっ

た。 

 

 イ 昨年 12月に、特別養子縁組の民間あっせん事業を届出制から許可制にし、

その事業の適正な運営を確保する民間養子縁組あっせん法が成立した。な

お、この法律の施行日は公布後２年以内で政令で定める日と規定されてい

る。 

 

ウ 厚生労働省が行った特別養子縁組に関する調査によると、 

養親候補者の確保のためには、正確な情報提供、基礎的な養育知識・経験

を持った特別養子縁組目的を希望する里親希望者を開拓すること、年齢の

高い子どもを育てる不安をもつ養親を支える相談体制、地域（市町村等）

の協力が必要との意見があった。 

 

②主な議論 

 

ア 特別養子縁組に関する行政機関の体制について、各地方自治体における

中央児童相談所等の単位で可能な限り一元化することが適当である。 

 

イ 全国で民間あっせん団体が高い質の支援を行えるようにするため、十分

な専門性と経験を有する職員を確保できるようにすることが適当である。

また、養親候補者をより多く確保するためには、養親候補者への負担軽減

を図ることが適当である。 

 

ウ このため、民間養子縁組あっせん法の施行に向けて、児童相談所と民間

あっせん団体が連携・協力体制を構築する必要がある。なお、民間のあっ

せん団体に対する経済的支援については、民間養子縁組あっせん法におい

て国又は地方自治体は財政上の措置ができる規定があり、これが継続的か

つ安定的な事業運営に資する一方で、養子あっせんの件数に応じた支援と

いう形をとると、民間あっせん団体が実父母に対して養子縁組の方向に働
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きかけるなど中立的意思決定に影響を与え、子どもの最善の利益を損なう

リスクがあるという課題がある。 

 

４．今後に向けて 
  本検討会の提言を踏まえ、特別養子縁組の利用の促進の在り方については、

政府内の関係部局において更に検討を進め、結論を出すことを求めたい。 

 
 


